
Ｑ１ 受給者証の更新申請は毎年必要？                                   

Ａ１ 必要です。『難病の患者に対する医療等に関する法律』の実施要綱等において、「支給認定の有効期間

を１年以内とすること」「有効期間を超えて特定医療費の支給認定を受けようとする場合には、改めて

都道府県に支給認定の更新の申請を行なわなければならないこと」が定められています。 

   静岡県では、支給認定の有効期間を原則として９月末までとし、有効期間満了前に更新後の受給者証

を交付することが出来るよう更新案内をお送りしています。 
 

Ｑ２ 前回申請時に提出した個人番号(マイナンバー)を変更した場合はどうしたら良い？    

Ａ２ 申請書に変更後の個人番号（マイナンバー）を記入し、申請書提出時に窓口で「番号確認書類」

および「身元確認書類」を提示(郵送の場合はコピーを提出)してください。 

提出書類 備考 

●個人番号が確認できる書類 
備考欄の１から３の 

いずれか一つ 

⒈個人番号通知カード 

⒉個人番号カード(顔写真付き) 

⒊個人番号の記載のある住民票 

●身元確認ができる書類 
備考欄の①から③の 

いずれか 

①個人番号カード(顔写真付き) 

②以下の書類のうち１つ 

･運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等 

③以下の書類のうち２つ 

･健康保険証、特定医療費（指定難病）受給者証、年金手帳 等 

 

Ｑ３ 情報照会を希望しない場合、個人番号(マイナンバー)の提出は拒否できる？       
Ａ３ 個人番号（マイナンバー）による市区町村への情報照会を希望されない場合は、申請書提出時に窓口

受付担当者に情報照会を希望しないため個人番号（マイナンバー）の提出を拒否する旨を伝えていた

だき、「世帯全員の続柄が記載された住民票（交付日から3 ヶ月以内のものに限る）」と「令和５年度の市

町民税の課税額が確認できる書類」を必ず御提出ください。 

   提出対象者は患者本人の保険種別により異なりますので、同封の『特定医療費（指定難病）受給者証

の更新手続のご案内』の「３ 提出書類」「（２）該当する場合のみ提出が必要な書類」の項目にて提出

対象者を御確認ください。 
 

Ｑ４ 未成年の場合でも住民税の申告（課税証明書の提出）は必要？                

Ａ４ 「収入のない平成 1９年４月２日以降に生まれた方」は負担上限月額の算定対象外となるため住民税の

申告は必要ありませんが、上記に該当しない場合は未成年であっても住民税の申告が必要となります。

また、患者本人が『国保組合』に加入されている場合は、「収入のない平成 1９年４月２日以降に生まれ

た方」であっても課税証明書の御提出をお願いしております。 

 

Ｑ５ 指定医及び指定医療機関は、どうやって確認すればいいの？                 

Ａ５ 静岡県の公式ホームページのサイト内検索で「難病 指定医」又は｢難病 指定医療機関｣で検索して

御覧いただくか、「２ 提出・問合せ先」までお問合せください。 
 

Ｑ６ 患者本人が 18 歳未満の場合、どんな書類を提出すればいいの？              

Ａ６ 患者本人が 18 歳未満の場合は、保護者(両親の場合は両親とも）の令和５年度の市町民税課税

額（所得割と均等割）により負担上限月額が算定されます。 

   保護者の個人番号（マイナンバー）を提出されている場合は、市町民税課税額を御確認いただき、

課税額の総額が０円かつ収入がそれぞれ８０万円以下である場合は申請書裏面３に記載の障害年金

等の収入額が確認できる書類を御提出ください。 

   障害年金等の収入がない場合は確認書類の提出は必要ありませんが、申請書裏面３に収入額が０円

である旨の記入は必要となります。 

 

 

特定医療費（指定難病）受給者証の更新手続Ｑ＆Ａ 

裏面へ続きます 



Ｑ７ 「軽症者特例(軽症高額該当）」と「高額かつ長期」とは何か？              

 

Ａ７ ① 『軽症者特例(軽症高額該当)』とは  
   受給者証の更新には、症状の重さ（重症度）の基準を満たしていることが要件と 

なっていますが、以下の『軽症高額該当基準』を満たしている場合は、重症度の 

基準を満たしていない場合でも受給者証を更新することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
② 『高額かつ長期』とは  

   以下の『高額かつ長期の基準』を満たしている場合は、受給者証更新後に 

負担上限月額の軽減を受けることができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

。  

『軽症者特例の基準』 
Ⅰ 申請した月以前の 12 ヶ月間に、 

Ⅱ 医療費総額（保険適用前の 10 割の金額）が 33,330 円を超える月が、 

Ⅲ ３ヶ月以上ある 

⇒ 重症度の基準を満たしていなくても医療費助成が受けられます。 
（助成内容は変わりません） 

『高額かつ長期の基準』 
Ⅰ 申請した月以前の 12 ヶ月間に、 

Ⅱ 医療費総額（保険適用前の 10 割の金額）が 50,000 円を超える月が、 

Ⅲ ６ヶ月以上ある 

⇒ 負担上限月額が軽減されます。 
   （階層区分によっては上限額が変わらない場合があります） 

負担上限月額管理票の 

医療費総額欄の 

合計金額を確認！ 

受給者証の右上の 

特例欄をご確認ください。 

①  必要書類について  
 該当基準を満たしている場合は、申請書表面の｢負担上限月額の特例｣欄(「指定難病の名称」欄の下

の欄)の該当申請項目に必ず☑チェックを入れ、「負担上限月額管理票（緑色）のコピー」を提出してくだ

さい。 

 なお、更新申請提出後に基準を満たした場合は追加で申請していただくことも可能です。 

  負担上限月額管理票がお手元にない場合は、下記の書類で代用することもできます。 

○ 領収書等のコピー 

   患者氏名、領収金額、領収日、医療機関名が確認できるもの、保険診療分と自費分の区別がで

きるもの等に限ります。 

○ 特定医療費（指定難病）証明書 

各医療機関で証明を依頼してください。様式はホームページからダウンロードできます。 

② 特例の継続について 
すでに特例の適用を受けている（受給者証の表面右上の部分に「高額かつ長期」または「軽症者」の記載が

ある）方は、更新申請時に特例の継続申請が必要となります。 
特例の継続申請がない場合は「支給認定」または「負担上限月額の軽減」が継続できませんので、すでに

特例の適用を受けており、該当基準を満たしている場合は忘れずに申請してください。 

※緑色の用紙です。 

令和５年６月に 

更新申請をした場合、 

管理票の対象期間は、 

令和４年７月分～令和５年６月分

までです。 


